
令和６年度事業計画

Ⅰ法人本部 

１．広報普及活動 

①定期刊行物（いただきます）他会員向け情報の発信 年 2回

②正会員向けおよびこども食堂メール会員へメールニュースの発信

③各種寄付ページの更新、内容充実（Yahoo！ネット募金・ぽちっと基金・つながる募金、遺贈寄付

Readyforとの連携等） 

２．研修活動 

①「ミールズ・オン・ホイールズ – 日豪協力 40周年を祝う」プロジェクト（豪日交流基金助成）

開催日：2024年 9月 25日 or26 日 

会 場：キユーピー渋谷オフィス 2階ホール 

内 容：このプロジェクトは、オーストラリアと日本のミールズ・オン・ホイールズ団体の長年

にわたる関係を強化し、深化させることで、もって共通の課題と革新的な解決策を直接

交流することで議論を進めるために主要関係者との会議、視察、表敬訪問、日豪シンポ

ジウム（集合・オンライン兼用）を開催 

③ 食でつながるフェスタ全国集会 in東京 2024

開催日：2024年 9月 25日 or26日

※日豪シンポジウムと合わせて開催を予定

③第 14回 地域の居場所づくりサミット（主催キユーピーみらいたまご財団に共催協力）

開催日:6月 22日（土） 

会 場：オンライン開催 

内 容：食育や食の居場所づくりに関する講義、事例報告 

④第 15回 地域の居場所づくりサミット（主催キユーピーみらいたまご財団に共催協力）

開催日:11月 9日（土）未定 

会 場：オンライン開催 

内 容：助成事業説明会、食育や食の居場所づくりに関する講義、事例報告 

⑤食事サービスを考えるつどい（東京食事サービス連絡会と共催）検討中

 開催日及び会場：未定 

３．活動審査・評価等 

① みずほ教育福祉財団 電気自動車寄贈団体の推薦
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② キユーピーみらいたまご財団助成プログラム B「食を通した居場所づくり支援」助成事務局 

③ 毎日新聞東京社会事業団「こども食堂運営継続応援プロジェクト」助成事務局 

④ ２４時間テレビ助成事務局 

⑤ ニチレイ MIRAIterrace財団 「食を通した居場所づくり応援プロジェクト」助成事務局  

 

４．食環境の整備・ロジシステム推進活動 

①食でつながるフェスタ開催・研修等を通じたネットワーク形成支援  

シンポジウムへの講師派遣等の他、2017 年より実施している研修会「食でつながるフェスタ」の開催

支援を行う。食フェスタ等を通じて、運営ノウハウ（衛生管理・食育・子どものケアや関わり方など）

に関する情報発信、モデル事例伝播、活動地域の相談機関の紹介など、個別相談の対応を行う。 

実施地域：休眠預金事業の実行団体の活動地域 7,8地域程度で共催 

 各地で実行委員会形式にて 8月～2月頃までに開催予定 

参加対象：こども食堂・子どもの居場所運営団体、子ども支援関係者、自治体、社協、企業、学生等、

幅広く参加を募る 

 

②企業等各種団体の社会貢献活動との連携 

・Yahoo 募金／ぽちっと募金ページの運用管理 

・アサヒ飲料および三井住友ファイナンス＆リース 

子どもの居場所づくり活動に関心のある方や「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」他本会

の活動の趣旨に賛同いただける企業・行政・団体等に本自販機を設置いただく。本自販機を設置いた

だくことで収益の一部およびリース料の一部が寄付に充てられる。その寄付をプロジェクトに充てる

ことで、持続可能な仕組みとなることを目指す。 

 

③各種企業からの協賛・支援獲得 

【食品・物品の寄贈】ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステムの仕組みを活用して、キユーピーみ

らいたまご財団／ロッテ／日新製糖／ニッスイ／アサヒグループ食品／ナルミヤ インターナショ

ナル／能美防災他からの寄付食品のマッチング 

定期的な食品の寄贈を受ける他、他企業や生協・行政等から寄贈を受け、本プロジェクトを通して

分配することで、プロジェクトの課題を明らかにし、改善に取り組むとともにブラッシュアップを

図る。そのほか多様なセクターが参加できる学習会を開催し、本プロジェクトに対する理解の醸成

と参画を働きかける。また本年度は、常温品の寄贈の他に冷凍食品のマッチングを推進する。 

【資金による協賛】2023年度に協賛いただいた企業に対し継続協賛を呼び掛ける他、新規の協賛獲得に

向け学習会や催事での発信を行う。 

【その他】金融系企業が保有する施設の提供について相談が寄せられている。双方の条件がマッチング

する場合にはブランチとしての運用を検討する。 
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④ロジシステム説明会の開催 

企業・行政・活動団体がゆるやかに連携することで、食を通した居場所づくり活動が持続可能な活動と

なることを目指すとともに、「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」への参画を呼び掛ける。 

【開催時期】年 3回 （行政向け：2024 年夏ごろを予定、企業向け：2024年春・秋冬ごろを予定） 

【プログラム概要】全国的な食料支援の取り組み状況の説明／各自治体や民間機関・団体による好事例

の共有／グループディスカッション など 

 

⑤物流支援プロジェクト検討委員会の開催 

【実施概要】ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステムの推進もって全国の食支援活動団体へ寄贈食

品が行き届く環境を整備するため、物流・保管の課題解決に取り組む。 

【頻度】２か月に 1回程度 

 

⑥ロジシステム（ＷＥＢ）の保守・開発 

引き続き「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」に賛同いただける拠点・団体を対象にシステム

への登録案内を行う。また登録後の利用状況を確認し、利用されていない拠点・団体については動画マ

ニュアル等を案内し個別フォローすることで利用率を向上させる。 

 

５．ネットワーク形成 

➀「広がれ、こども食堂の輪！」推進会議 の開催 

地域での継続的ネットワーク支援を目的に、子ども支援関係機関が出会う場として推進委員会を

開き、その中で小規模な学習会を開催する。こども食堂サポートセンターの運営・支援方針の検討、

先進的な活動事例や自治体・社協・企業・生協等による支援の好事例を共有することで、団体とし

て運営をサポートできる支援体制の構築を図る。 

【開催頻度】2024年度は年４回程度、都内にて開催予定 

【メンバー構成】25 名程度を予定。こども食堂、プレーパーク、児童館、母子生活支援施設、子育て

ひろば、ボーイスカウト、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、各地域のネットワーク他の子ど

も支援関係機関 

【内容】委員会／事業進捗状況の共有、こども食堂サポートセンターの運営・支援方針の協議学習会

／報告者を招いて先駆事例を報告し、モデル事例を共有・伝播する 

②子どもの居場所づくりのための SDGs交流セミナーの開催  

多様な機関による協働プラットフォームの構築を目指し、「子どもの居場所づくり推進にむけた交流

会」を年 1回程度開催する。日頃支援いただいている企業様のほか新しい企業様にも声をかけて実行

団体も交えて新しい連携のきっかけづくりに貢献する 

【内容】学習会を通じた先駆事例の共有、協働に向けた意見交換 
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③海外との連携

3月にテーブルフォーツーUSA のデボラ氏（代表）にお声がけして、「広がれ、こども食堂の輪！推

進会議」にて事例報告会を依頼。MOWSA（ミールズ・オン・ホイールズ南豪協会）との交流プロジェク

トを本年度に取り組むことに合わせて、海外の食支援活動団体との連携を模索する

６．制度政策・活動推進に関する委員会等 

①東京都社会福祉協議会「地域福祉推進委員会」（平野）

②広がれボランティアの輪連絡会議構成団体

③新宿区協働支援会議委員（平野）

④ 孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム会員

⑤「広がれ、こども食堂の輪！」推進会議構成員・事務局

⑥食品ロス削減の推進に関するワーキンググループ、他

７．その他 

①都道府県・市町村等の生活支援サービスの創出に向けた人材育成研修受託

②支え合いを広げる住民主体の生活支援フォーラム開催協力（住民参加型在宅福祉サービス団体全

国連絡会、全国移動サービスネットワークとの共催）

③大学と連携したインターンシップ受け入れ、講義への講師派遣（社会的企業研究会）

Ⅱ プロジェクト 

１．休眠預金活用事業 「多世代が食でつながるコミュニティづくり」〔2022年度～2025年度〕（確定） 

【目的】対象者別制度や枠組みに囚われない食に関する居場所の機能及び地域住民のエンパワーメン

トに着目し、地域に住まう様々な人のごちゃ混ぜ感を前提とした「共助」モデルを創出する。

【課題と方策】現在講じられている様々な施策は、行政のタテ割りや利用対象者別に細分・限定され

ている現状があるが、食は子どもから高齢者まで全世代に関わる事であり、まちづくり、学習支援、

若者、社会的養護や貧困の課題に関わる多様な居場所との融和性ももつと考える。本事業では居場所

の伴走・中間支援機能を果たし、行政・企業・社協他まちづくり団体等との協働促進を担うほか、居

場所に関わる既存の地域福祉人材（生活支援コーディネーター・地域福祉コーディネーター）が充実

するための研修活動を広域的（複数市域）に行うことで、持続可能な居場所づくりのためのプラット

フォームを構築する。

【事業実施期間】2022年 11月～2026 年 3月 

【実行団体】NPO 法人いるか、一社）コミュニティシンクタンク北九州、一社）ひとり親家庭福祉会

ながさき、NPO法人 U.grandma Japan、一社）いなかパイプ、NPO法人ワーカーズコレクティブう

いず、社福）青森県社会福祉協議会、一財）北海道国際交流センター 

【重点目標】居場所に関わる既存の地域福祉人材（生活支援コーディネーター・地域福祉コーディネ
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ーター）が充実するための研修活動を広域的（複数市域）に行うために、各地域の協議体形成・

食フェスタやロジハブ説明会開催に向けた支援、団体の組織基盤、内部評価体制整備に対して評

価アドバイザーとともに助言・伴走する。 

【事業費】71,105,000円（うち実行団体への助成 49,000,000円） 

２．休眠預金活用事業 「相談機能付き食支援体制整備事業」〔2024年度〕（確定） 

【事業概要】見守り・個別支援活動に取り組む食支援活動団体へ伴走支援をしながら相談支援・物資

支援を行う中間支援団体に対して、コーディネートにかかる費用及び支援食品・物資の購入費用を助

成する。生活課題が深刻化した地域の子ども、子育て世帯へこども食堂等居場所と連携しながら食支

援を通じたニーズ把握、アウトリーチ活動を行うための取組を支援する。 

【事業実施期間】2023年 11月～2025 年 3月 

【実行団体】NPO法人ユナイテッドかながわ、社福）琴平町社会福祉協議会、NPO法人子どもたちの未

来を応援するオアシス丸亀、NPO 法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄、一般社団法人つな

がり探究所、社会福祉法人大幸会、社福）那覇市社会福祉協議会 

【総事業費】90,522,000円（うち実行団体へ助成：63,000,000円） 

３．MOWSA（ミールズ・オン・ウィールズ・サウス・オーストラリア）交流プロジェクト 

南オーストラリアのアデレードにある MOWSA、サウスオーストラリア・ミールズオンホイールズ協会

との交流を継続している。今年度は南オーストラリアの団体を招致し、豪日交流シンポジウムを開催す

る。法人本部と活動拠点への視察、互いの食支援活動の情報交換及び MOWSA メンバーとの交流を図る。 

来訪予定日：2024年 9月 23日～28日 プロジェクト自体は５月の日豪ＭＯＷ会議より開始。 

豪日シンポジウムの開催：2024年 9月 25または 26日予 

視察先（活動拠点）：老人給食協力会ふきのとう、支え合う会みのり、あかねグループほか 

事業費：4,370,000円 

（豪日交流基金 $33,700.00=3,300,000）、（自己資金$11,000=1,070,000 円） 

４． 厚労省 令和 6 年度老人保健健康増進等事業「『食』を通じた高齢者の居場所づくり活動への支援

プラットフォームの形成に関するモデル事業」 

【申請事業概要】「食」を通じた高齢者の居場所づくりに取り組む活動は、担い手の高齢化や資金不足の

課題をもつ団体が多い。これらの活動が継続できるよう、第１層/第２層協議体が食材や活動資金、人材

等のリソースを地域の活動に提供できるようになる必要がある。そこで、既存の第１層協議体を設置し

ている自治体をモデル地域とし、モデル地域の協議体に対するネットワーク形成支援をしながら、その

協議体がネットワークを広げていくプロセス等を調査する。また最終的にモデル事例の報告として、協

議体関係者/生活支援コーディネーター/市区町村担当者等を対象とした成果発表会を開催する。 

【事業実施期間】2024年4月～2025年3月 

【総事業費】15,996,000円
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5．休眠預金事業「食を通じたセーフティネット構築にむけた、居場所活用プログラム構築事業」（仮）

〔2024 年度～2027年度〕（公募された場合は申請を予定） 

【申請事業概要】こども食堂等こどもの居場所づくり団体がコロナ禍により、在宅への食料配布時にお

ける、ひとり親家庭や生活困窮世帯における生活課題を発見する機会があると聞き及ぶ。しかしながら

こうしたインフォーマルな在宅支援に取り組む団体の実態が分かりづらいこと、また公的な福祉制度外

で活動をしていることから団体活動に対してフォーマルな支援体制は整備されていない。本事業は、こ

うした活動をしているこども食堂等の居場所づくり団体を支援する中間支援のモデルをタイプ別に各

地で展開することで、「食＋ソーシャルワーク」の機能の有用性と団体支援のノウハウの共有化を図る。 

本事業を推進するにあたっては、企業の社会貢献を促すために寄贈食品を全国に配分するしくみであ

る「ミールズ・オン・ホイールズ ロジシステム」の導入を図ることで、各地の居場所づくり団体に対す

る支援として、中間支援組織と連係することで、「食＋ソーシャルワーク」のモデルを普及するための環

境整備に努める。 

【事業実施期間】2024年 12 月～2028 年 3月 

【想定する実行団体】社会福祉協議会のほか、高齢者の居場所作り支援を行う活動団体・中間支援団体・

まちづくり団体等 

【総事業費】220,000,000円 
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	(4) 除名されたとき。
	(5) 第９条の支払義務を２年（２４ヶ月）以上履行しなかったとき。
	（任意退会）
	第１１条　会員は、退会しようとするときは、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
	２　前条第２号から第５号により会員の資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
	（除名）
	第１２条　会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において正会員の半数以上が出席し、正会員総数の３分の２以上の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、社員総会の１週間前までに除名する旨の理由を付し通知し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
	(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
	(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的の趣旨に反する行為をしたとき。
	(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
	２ 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
	（会員の資格喪失に伴う権利及び義務）
	第１３条　会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
	（会費、その他拠出金品の不返還）
	第１４条　資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
	第４章　社員総会
	（種別）
	（構成）
	（権能）
	第５章　役員
	（種別及び定数）
	（役員の選任）
	第２７条　理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
	２　代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
	３　理事会は、その決議によって、第２項で選任された業務執行理事のうちより専務理事１名を選任することができる。
	４　理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
	５　理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記を行い、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
	（理事の職務及び権限）
	第２８条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
	２　代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
	３  代表理事及び業務執行理事は、常務理事会を構成し、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
	（監事の職務及び権限）
	第２９条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
	２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
	（役員の任期）
	第３０条　理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
	２　監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
	３  補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
	４　理事及び監事は、第２６条に定める定数に足りなくなるときは、辞任した場合又は任期満了の場合においても、新たに選任した者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
	（役員の解任）
	第３１条　役員にふさわしくない行為があったときは、第２２条第２項の決議により解任することができる。
	（報酬等）
	２ 役員には費用を弁償することができる。
	（競業及び利益相反取引の制限）
	第３３条　理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
	(1) この法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
	(2) 理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
	(3) この法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
	２　上記取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
	（責任の免除）
	第３４条　この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１１条第１項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その他役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
	２　この法人は、外部役員等との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１５条第１項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合においては、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その場合、契約に基づく賠償責任の限度額は１０万円以上であらかじめ定めた額と、法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
	第６章　理事会
	（構成）
	第３５条 この法人に理事会を置く。
	２　理事会は全ての理事をもって構成する。
	（種類及び開催）
	第３６条　理事会は通常理事会及び臨時理事会の２種とする。
	２　通常理事会は、毎年２回とする。
	３　臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
	(1) 代表理事が必要と認めたとき
	(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
	（権限）
	第３７条　理事会は、この定款に規程するもののほか、次の職務を行なう。
	(1) 社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
	(2) 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
	(3) 前第１号、２号の他、この法人の業務執行の決定
	(4) 理事の職務の監督
	(5) 代表理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職
	２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
	(1) 重要な財産の処分及び譲受け
	(2) 多額の借財
	(3) 重要な使用人の選任及び解任
	(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
	(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人・財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備。
	(6) 第３４条第１項の規定による責任の免除
	（招集）
	第３８条　理事会は代表理事が招集する。
	２　代表理事は、第３６条第３項第２号の規程による請求があったときは、その日から１４日以内の日を臨時理事会の開催日とする招集を５日以内にしなければならない。
	３　代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
	４　理事会を招集するときは、理事会の日の１週間前までに、各理事及び監事に対しその通知をしなければならない。
	（議長）
	第３９条　理事会の議長は、専務理事がこれに当たる。専務理事に事故あるときは常務理事が代行する。
	（定員数）
	第４０条　理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
	（決議）
	第４１条　理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、当該利害関係を有する以外の出席理事の過半数の同意をもって決する。
	（決議の省略）
	第４２条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
	（報告の省略）
	第４３条　理事、監事が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
	２　第２８条第３項の報告については、本条の規定は適用されない。
	（議事録）
	第４４条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事、専務理事及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。
	第７章 財産及び会計
	（基本財産の維持並びに処分）
	第４５条　公益目的事業を行なうために不可欠な基本財産に関しては、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
	２　その全部若しくは一部について、やむを得ない理由によりこれを処分又は担保に提供する場合には、議決に加わることのできる理事の過半数が出席した理事会において、その４分の３以上の決議を得なければならない。
	３ 基本財産の維持及び処分について必要な事項については、理事会の決議により別に定める財産維持管理規定によるものとする。
	（財産の管理･運用）
	第４６条　この法人の財産の管理･運用については、代表理事が行なうものとし、その方法については、理事会の決議により別に定める財産維持管理規定によるものとする。
	（財産の種別）
	第４７条　この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。
	２　基本財産は、公益目的事業を行なうために不可欠な財産とし以下をもって構成する。
	(1) 公益目的事業のために保有し、移行の登記の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
	(2) 基本財産として寄附された財産
	(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
	３　その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
	（経費の支弁）
	第４８条　この法人の経費は、財産をもって支弁する。
	（事業計画及び収支予算）
	第４９条　この法人の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、代表理事がその事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
	２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて入し、又は支出することができる。
	３　前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
	４　第１項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の前日までに行政庁に提出しなければならない。
	５　前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
	（事業報告及び収支決算）
	第５０条　代表理事は、事業年度ごとに次の書類により、この法人の事業報告および計算書類を作成し、事業年度終了後３ヶ月以内に附属明細書とともに監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会において第１号及び第２号はその内容を報告し、第３号から第６号については承認を受けなければならない。
	(1) 事業報告書
	(2) 事業報告の付属明細書
	(3) 貸借対照表
	(4) 損益計算書（正味財産増減計算書）
	(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）附属明細書
	(6) 財産目録
	２　前項第１号から第６号の書類については、毎事業年度の経過後３ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
	３　前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
	(1) 監査報告
	(2) 理事及び監事の名簿
	(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
	(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の内重要なものを記載した書類
	（公益目的取得財産残額の算定）
	第５１条　代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８ 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３ 項第４号の書類に記載するものとする。
	（長期借入金）
	第５２条　この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の議決権の３分の２以上の議決を得なければならない。
	２ この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行なう場合も前項と同じである。
	（事業年度）
	８章 定款の変更及び解散
	（定款の変更）
	第５５条　この定款は、社員総会において総正会員の議決権の３分の２以上の議決により変更することができる。
	２　本条に定める定款の変更において、公益目的事業の種類又は重要な内容の変更に係る定款の変更をしようとするときは、変更の認定を行政庁から受けなければならない。
	３　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第１３条第1 項に係わる定款の変更を行なった場合は、遅滞なく行政庁に届出なければならない。
	（合併等）
	第５６条　この法人は、社員総会において、総正会員の議決権の３分の２以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
	２　この法人が上記の合併又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届出なければならない。
	（解散）
	第５７条　この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１４８条の事由によるほか、社員総会において、総正会員の議決権の３分の２以上の議決により解散することができる。
	（公益目的取得財産残額の贈与）
	第５８条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、公益目的取得財産額があるときは、これに相当する額の財産を１ヶ月以内にこの法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
	（残余財産の処分）
	第５９条　この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
	第９章 委員会等
	（委員会及び部会）
	第６０条 この協会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会及び部会を設置することができる。
	２ 委員会及び部会の委員は、会員及び学識経験者等のうちから、理事会が選定する。
	３ 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
	第１０章 事務局
	（事務局）
	第６１条　この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置くことができる。
	２　事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
	３　事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
	４　事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を得て別に定める。
	（書類及び帳簿の備え置き）
	第６２条　事務所には、第５０条に定める書類の他、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
	(1) 定款
	(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
	(3) 理事、監事の履歴書及び会員の名簿
	(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
	(5) 定款に定める機関（理事会及び社員総会）の議事に関する書類
	(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
	(7) その他法令で定める書類及び帳簿
	第１１章 情報公開
	（情報公開）
	第６３条　この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
	２　情報公開に関する事項については情報公開規定を設け、それによるものとする。
	（公告）
	第６４条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することによる。
	第１２章 雑 則
	（委任）
	第６５条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
	附則
	１　この定款はこの法人の設立の日から施行する。
	２　この法人の設立時の理事及び監事は、次ぎに掲げる者である。
	代 表 理 事 　石田 惇子
	理 事   坂田 朱美
	理 事   久保 幸枝
	理 事   熊谷 修
	理 事　 小林 房子
	理 事　 清水 洋行
	理 事   剣持 英子
	理 事　 武田 美江子
	理 事　 内藤 佳津雄
	理 事　 平野 覚治
	監 事　 中島智人
	監 事　 鶴澤　章
	３　設立時社員の氏名または名称、及び住所は次のとおりである。
	石田 惇子　 東京都稲城市平尾２丁目３４番地の６
	坂田 朱美　 大阪府高槻市塚原６丁目２８番９号
	久保 幸枝　 福岡県北九州市小倉南区中曽根三丁目６番１８号
	熊谷 修　　 神奈川県横浜市泉区和泉町４２２９番地
	小林 房子　 大阪府吹田市上山田１番７－１０９号
	清水 洋行　 千葉県千葉市中央区春日２丁目５番１０号西千葉・ヒルズ春日２０４号
	剣持 英子　 山梨県甲府市元紺屋町４番地
	武田 美江子 宮城県仙台市若林区南小泉１丁目１１番１１号
	内藤 佳津雄 東京都調布市仙川町１丁目２５番地４シティハウス仙川２１７
	平野 覚治　 東京都世田谷区喜多見６丁目１７番２５号
	中島 智人   東京都練馬区北町７丁目１６番１６号
	鶴澤　章    東京都立川市錦町２丁目３番８号
	４  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第４９条の規程にかかわらず、設立の社員総会の定めるところによるものとする。
	５　この法人の設立当初の事業年度は、第５３条の規程にかかわらず、設立の日から平成２６年３月３１日とする。
	６　この法人の設立当初の会員の会費の額は、第９条の規程にかかわらず、以下に定めるものとする。ただし、任意団体「全国老人給食協力会」に既に１年分の会費を納入したものについては設立当初の事業年度の年会費を減免することがある。
	(1) 入会金
	①正会員 個人１口5,000円　団体１口 10,000円　特別正会員１口　30,000円
	②賛助会員　個人１口5.000円　団体１口50,000円
	(2) 年会費
	①正会員 個人１口5,000円　団体１口 10,000円　特別正会員１口　30,000円
	②賛助会員　個人１口5.000円　団体１口50,000円
	（1口以上）
	以上、一般社団法人全国老人給食協力会設立のため、設立時社員石田惇子他１１名は、本定款を作成しこれに記名押印する。
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